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中間年の見直しについて

1 見直しの趣旨と国の動向

本市では、平成 27年 3月 に平塚市子ども 。子育て支援事業計画 (以下、「事業計画」と

いう。)を策定しました。事業計画策定から3年経過することから、子ども 。子育て支援法

(以下、「法」という。)に基づく「教育・保育及び地域子ども 。子育て支援事業の提供体制

の整備並びに子ども 。子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て

両立支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(以下、「基本指針」という。)

を踏まえ、見直すものです。

基本指針におしヽて、法の施行後、支給認定を受けた保護者の認定区分ごとの人数が、当初

の事業計画により定めた当該認定区分に係る量の見込みと大きく乖離している場合には、適

切な基盤整備を行うため、事業計画の見直しが閉要としています。そのため、市町村は、支

給認定の状況を踏まえ、計画期間の中間年を目安として、賜要な場合には、市町村事業計画

の見直しを行うこととされています。

本市では、中間年の見直しとして、教育・保育及び地域子ども 。子育て支援事業の量の見

込み並びに提供体制の確保の内容について見直すとともに、社会的課題となつている子ども

の貧困対策を本計画に位置づけることとしました。

国は平成25年度から「待機児童解消加速イヒプラン」を掲げ、保育所整備、保育士確

保、子ども 。子育て支援新制度などの取組を進め、平成29年度末までに待機児童の解

光を目指してきました。しかしながら、経済的不況による社会情刻や就労形態の変イヒ等

によって、保育所の入所希望児童の増加もあり、待機児童が解消する見込みは低くなり

ました。そこで、平成30年度から平成34年度までの新たなプランとして、「子育て安

心プラン」を掲げ、平成32年度末までの待概児童解消に向けて、保育の受け皿の拡大、

保育人材確保、保育の質の確保などの支援施策を進めています。
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2 見直し事項

先述したとおり、社会情勢の変イヒに伴う保育ニーズの急速な増加などにより、計画した量

の見込みと実態に大きく乖離が生じたため、平成30・ 31年度について、見直しを行いま

した。

また、見直しにあたっては、子どもの人口を改めて推計しました。

(1)教育円保育の量の見込み及び提供体市1の確保内容
計画時よりも教育・保育ニーズ量が増加傾向にあります。このため、計画した量の見込

みと実態に大きく乖離が生じました。この傾向からニーズ量をラ沢」して、提供体制の確保

内容を見直しました。

(2)地域子ども田子育て支援事業の提供体制の確保内容

計画した量の見込みと実態に乖離があると判断した事業については、町要に応じて見

直しを行うことと国から示されています。これまでの実績、動向などを考慮して、確保

内容を見直しました。

3 追加事項

「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の規定において、地アj′ム
｀
共団体は、子どもの貧

困対策に関し、国と協力しつつ、地域の状況に応じた施策を策定し実施する責務を有すると

しています。本市では、これまでも子どもの貧困対策に関連する様ノマな支援事業を実施して

います。事業計画における未記載事業を追加し、その追加事業とともに既に基本施策として

記載している事業を「子どもの貧困対策」として事業計画に位置づけることとしました。
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0 計画の策定に当たつて

1 計画の位置づけ

この計画は、「平塚市総合計画」の実現を目指し、子ども・子育て支援法第61条第

1項に基づく、市町村行動計画として位置づけられ、また、「次世代育成支援対策推進

法による市町村行動計画」を内包する計画として策定しているとともに、母子保健事業

に関する個別計画として位置づけられている「平塚市母子保健計画」、さらに、◆回の

見直しにおいて、子どもの貧困に対する支援について、「子どもの貧困対策」として位

置づけられるものです。

【 計画の位置づけ 】

母子保健法

子ども E子育
て支援法

平塚市障がい者福祉計画
次世代育成

支援対策推進法
平塚市l健康増進計画

平塚市食育推進計画

もど

子どもの貧困対

策の推進に関す

る法律

平塚市総合計画
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2 計画期間

「子ども・子育て支援法」において、地方′ム
｀
共団体は平成 27年度からの5年を 1期

とした事業計画を定めるものとしており、計画内容と実態に大きく乖高性が生じた場合は、

計画期間の中間年におしヽて、事業計画の見直しを行うものとしています。

【 計画期間 】

平成
26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

策定
中間年の見直し

3 計画の中間年の見直し経過

「子ども 田子育て会議Jの審議 .。 .。 .● 0● 0● 0● 00● ●0

事業計画を定めようとするとき、または変更しようとするときは、あらかじめ子ど

も・子育て会議において意見を肺く跡要があります。

計画の中間年の見直しを行うにあたり、
′ム
｀
募による市民、学識経験者、子ども 。子

育て支援に関する事業に従事する者等で構成する「平塚市子ども 。子育て会議」を開

催し、計画の中間年の見直しについて審議しました。

奪



● 子ども 日子育てを取巻く現状

1 社会的な状況

(1)人口推移と椎計

本市の総人□を見ると、年ノマ減少 し、平成 29年 4

月 1日現在で 257,109人 となつています。平成

30・ 31年の推計人口についても、河少しておりま

す。また、年齢 3区分別人□構成を見ると、老年人□

(65歳以上)の割合は、年′マ増加 していますが、年

少人口 (O～ 14歳 )の割合は年ノマ減少しており、少

子高齢イヒが進んでいます。

【 人口と推計 】

5

実績 ⇔ 推計
280,000

240,000

200,000

■60,000

■20,OOO

30,000

4釘0∞

O

257 535    257 13   257 109 25 261

平成
27塗ト 28年 20年       30年        314F

口生 産年齢人 口 (■ 5～65歳)g抵傘炎目臨 鞍埜;

資料 :住民基本台帳 (各年4月 刊日現在)



(2)子 どもの人口の推移と推計 。。.。 。●0● 00● ●0● 00● ●0●

本市の子どもの人口は、年ノマ減少し、平成29年 4月 1日現在で11,392人となつ

ています。平成30・ 31年の子どもの推計人口についても、減少しております。

【 子どもの人口の推移と推計 】

推計実績
人

1■0∞

1島O∞

190∞

3,000

6,000

4]000

21000

0

11,847   11,584   11,392
11,224   11,169

平成
27年    28年     29年     30年    31年

BOら観児 Bl歳児 日2歳児 日3歳児 霰4歳児 雲5歳児

資料 :住民基本台帳 (各年4月 1日現在)

(3)世帯本青成の推不多。.。 ..0● 0● 0● 00● ●0● 0● 0● ●0● 0

本市の世帯構成を見ると、核家族世帯の占める割合は減少傾向が見られ、平成27年

で60.3%となつています。

【 世帯構成の推移 】

100%

80%

60%

40%

20%

0%

平成12年    平成17年    平成22年    平成27年

旧単独世帯 日その他の世帯 囲核家族世帯
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(4)女性の労働状況

本市の女性の年齢別労l動力率は、出産・育児期に減少し、再び増加する緩やかなM字

カーブを描いています。また、女性の未婚・既婚別力l動力率を見ると、20代～40代

の既婚の労l動 力率が平成 22年調査よりも上昇しています。

【 女性の年齢別労働力率 】

100.0%

30.Oγむ

60.0%

40、0%

20ⅢO%

0,Oγ。

ず     蕩拳拳幸
平成17年 ― 平成22年 ― 平成27年

【 女性の年齢別 (未婚・既婚別)労働力率 】

資料 :国 勢調査
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100.00/o

80.00/O

60.00ノ6

40tO%

20.0%

0.00/も

滲拳拳準
一 未夕骨   國元攻曽

資料 :平成 27年国勢調査





計画の基本的な考え方

1 基本理念

本計画は、平塚市次世代育成支援行動計画 (後期計画)の基本理念を継承するとともに、

平塚市の目指す将来l象として、次のように基本理念を定めています。

本市では、「いのちを大切にする心」をキーワードに、平塚に住む全ての子どもたち、

全ての子育て家庭の幸せを願い、父親、母親その他の保護者が子育てについての第一義的

な責任を有することを認識し、市民、関係機関・団体、企業と連携しながら、家庭や地域

において子育ての理解が深められ、子育てに伴う喜びが実感できるように上に掲げた基本

理3に基づき計画を進めていきます。

[基本理念の見直しはありません。]

2 施策の体系

◆回、〒どもの貧困対策を計画に位置づけるにあたり、次ページの「3 施策の体系

図」に、関連する事業を掲載しています。

対象となる事業については、事業篭の後ろに「 (困 )」 と表示しています。また、事

業一覧と追加した事業の概要を、第4章「施策の展開」に掲動 しています。
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3 施策の体系図

子

総

母

困

「子ども・子育て支援事業計回」で定められている事業
「平塚市総合計回」で位置づけられている事業
「平塚市母子保健計回」に関連する事業
「子どもの貧困対策」に関連する事業

【事業】【基本目標】 【施策】

(1)子 どもの権利の確保

1 人権擁瞳意l競の普及・啓発事業 【人権・男女共同今回際、牧
育総務課、敬育指導H果 】(総)(困 )

2 子どものための相L式機能の充実 【青少年目黒】(総)(困 )

3 保H隻 を必要とする子どもへの対策 【こども家庭R黒 】 (困 )

(2)児童虐待の防止 1 児童虐待防止ネットワークの充実 【こども家庭日果】(母)(因 )

2 養育支援防問事業 【値庶日果】 (困 )

(3)育ち環境の整備

1 興年齢児交流事業 【保育際、教育指導R果】(総 )

2 世代間交流事業 【保育際、教育指導腺】(総 )

3 自然体験等活動 【保育日果、教育指導R果 、青少年課】(総 )

4 夏休みこども環境執室事業 【環境政策際】(総 )

5 水辺の楽被プロジェクト推進事業 【みどり公回・水辺腺】
6 児童・生徒地域多加事業の推進 【中央公民館】(総 )

7 自然観察等事業 【博物館】(総 )

8 プラネタリウム投影事業 【悌物館】
9 芸術文化子ども体験事業 【社会教育H果 】

(4)家庭や地域の教育力の向上

1 育児購座 【保育躁】 (困 )

2 家庭教育支援の充実 【中央図書館、中央公民館】(総 )

3 学習の場の充奥 【中央公民館】
4 子育て支援地域派遣事業 【保管H果 、健康際】(総)(因 )

5 地域福祉推進事業 【福祉総務日果】(総)(困 )

6 保育所のポランティアの受入れ 【保育H果】
7 非行防止活動の推進 【青少年,果 】(総)(因 )

8 こころと命のサポート事業 【福祉総務R黒】(総 )(母)(困 )

9 子ども学習支援委託事業 【生活福祉課】 (総)(困 )

(1)様々な子育て支援サービスの提供
呵 ―時預かり事業 【保育際】(子)(総)(母)(困 )

2 ファミリー・サポート事業 【保育H累】(予)(総)(母)(困 )

3 ショートステイ事業 【保育躁】(子 )

4 特別保育拡充事業 【保青際】(総)(困 )

5 私立幼稚国の預かり保育の推進 【教育総務課】(子)(困 )

6 病後児保育 【保育際】(子)(総)(困 )

7 学童保育の充実・推進 【青少年H累 】(子)(総)(困 )

8 放際後等子どもの居場所づくり推進事業 【社会軟青課】 (困 )

9 放H黒俊子ども構合プランの推進【青少年腺、教育絡務課、社会教育課】 (困 )

10 民間保育所施設整備支援事業 【保育H果】(総 )

11 公立保育所施設整備事業 【保育腺】(総 )

12 私骰保育施設等交流事業 【保育日果】
13 私骰保育施日貿への支援 【保青H果 】
14 幼保―元化のモデルケース事業 【保育際、教育総務H果】(総 )

15 公立国の在り方の検討 【保育腺、教育総務H果】(総 )

16 養育医療費給付 【こども家庭腺】 (因 )

(2)親・子の交流の場づくり
1 子育て支援センター事業 【保育R累】(子)(総)(母)(困 )

2 つどいの広場事業 【保育際】(子 )(総)(母)(困 )

3 開放保育事業 【保育際】(母 )

4 赤ちゃん広場事業 【保育際】(母)(困 )

5 親子ふれあい体験事業 【保育H果 】
6 ブックスタート事業 【中央図書館、保育日果、1室康H黒】(総 )

7 活動場所の確保 【青少年際、中央公民館】

(3)情報提供・相談体制の充実

(4)男女共同参画の促進

情報提供の推進 【保育際、こども家庭H果 】
子育て支援総合コーディネート事業【保育腺、こども家庭際】(

保青所・幼稚回の育児相日犬【保育際、教育指導H黒】
女性のための相破事業 【人権・男女共同今回際】(総 ).(困 )

生活困用者自立支援事業 【福祉総務際】 (総)(因 )

１

２

３

４

５

６ 【福祉総務H累 】 (困 )

1 男女共同今回な:脱改革事業 【人権・男女共同今回腺】

(5)職場環境の改善

(6)母子・父子家庭の自立支援

1 労働セミナ…事業 【産業振興際】 (因 )

2 就労支援制度の普及啓発 【産業振興H果】
3 就労環境の向上に向けた普及・啓発 【人権・男女共同今回日果】

1 母子・父子相骰の充実 【こども家〕底際】 (因 )

2 母子・父子由立支担事業 【こども家庭課】 (困 )

3 母子生活支援施設の売典 【こども家庭際】

(7)経済的支援の充実

1 小児医療費の助成 【こども家庭H累】(総)(困 )

2 ひとり親家庭等医療費助成事業 【こども家庭際】 (困 )

3 保育所保育料の軽減 【保育際】 (困 )

4 幼稚口就口奨励事業 【教育総務R果 】 (困 )

5 児童生徒就学援助事業 【教育総務課】 (因 )

6 特別支援教育就學興励援助事業 【教育総務日果】 (総)(困 )

7 生業扶助・教育扶助 【生活福祉腺】 (困 )

8 児童扶養手当 【こども家庭際】 (困 )

9 特別児童扶養手当 【こども家庭際】 (困 )

10 児童手当 【こども家庭腺】 (困 )

10



【基本目標】 【施策】 【事業】

(1)学校 (国 )教育の充実
1 幼児教育指導法の工夫・改善 【教育指導際】
2 幼・保・小・中連携の推進事業 【教育指導際、教育研究所】(総 )

3 幼児教育の支援 【教育指導課】
4 生きる力を育む単被づくり推進事業 【教育指導腺、学校給食課】(総 )

5 外国人英日吾指導者の学校肪問事業 【教育指導日果】(総 )

6 人権軟青の推進 【軟育指導H黒】
7 日本語指導協力者派遣事業 【教育指導躁】(総 )

8 サポートテームシステム推進事業 【教育指導際】
9 中学校部活動指導者派遣事業 【軟育指導課】
10 学校支援ポランティアの活用 【教育指導腺】
11 軟材・歌具等の充実 【教育総務H黒】(総 )

(2)相談活動の推進
1

2
3

教育相ヨ大体制の充実事業 【子ども教育相a炎 センター】 (総 )

スクールカウンセラー瓶遺事業【子ども教育相改センター】(総)(母)(困 )

スクールツーシヤ ンター】(構)(困 )

(1)道路交通安全の向上
1 交通安全啓発推進事業 【交通政策腺】(総 )

2 歩道設置事業 【道路整備H果】(総 )

3 通単路合同点検事業 【教育総務際】

(2)防犯の強化

1 地域安全運動の推進 【危機管理際】(総 )

2 地域安全施設整備事業 【危機管理課】
3 学校 (口 )の安全対策事業 【教育総務腺】
4 通学路安全対策事業 【教育総務際】(総 )

5 子どもの安全対策の推進 【社会教育腺】(総 )

(3)あそびの場づくり
1 安全対策の推進 【みどり公口・水辺課、青少年際】
2 公固整備事業 【みどり公口・水辺際】(総 )

(4)まちのパリアフリー化
1 歩道のパリアフリー化事業 【道路整備日果】
2 ノンステップバス推進事業 【交通政策腺】(総 )

(5)有害環境の改善 1

2 速反屋外広告物除去事業 【まちづくり政策躁】
査 【青少年日果】

(1)切れ目ない妊産婦・乳幼児への保
健対策 基盤課題A

1 妊婦健康診査 【健康H果】
2 妊産婦の相LAの 充実 【値庶際】 (困 )

3 妊産帰への数青の充実 【l腟康R黒 】
乳幼児の身体づくり

1 早L幼 児健康診査 【11床際】
2 早L幼 児期の相獣の充実 【健康日果】 (困 )

3 防問事業 【健康R果 】 (困 )

4 学習の場の提供 【健康際】
5 感染症対策の推進 【健康H黒】
6 5歳児健康診査 【こども家庭際】
7 保育所における食育の推進 【保育際】

②

く り

(2)学童期・思春期から成人期に向け
た保健対策 基盤課題B

1 教育の充実 【教育総務課】
2 教育の売央 【教育指導1果 】
3 学校保健の充実 【教育総務際】 (因 )

4 スクールカウンセラマ派遣亭菓【子ども教育相膜センター】(樹)(日)(再掲)

② 思審期の身体づくり
1 思暮期の教育の充実 【健康H果】
2 こころと命のサポート事業 【福祉総務課】 (因 )(再掲)

① く り

(3)るギ,ぼ怪熱毛まつための地域
一時預かり事業 【保育H果 】(子)(総)(困 ) (再掲)

ファミリー・サポート事業【保育際】(子)(総)(困)(再掲)

子育て支援センター事業 【保育腺】(子)(総)(困 )(再掲)

つどいの広場事業 【保育課】(子)(総)(困 )(再掲)

開放保育事業 【保育際】 (再掲)

ゃん広場事業 【保育際】 (困 )(再掲)

1

2
3

4
5

6

(4)茎吾摂造心
を感じる親への支援

① 親への支援
1 育てにくさをはじる親に寄り添う支援 【健康日果】
2 CSP(コ モンセンスペアレンティング)【 こども家庭日果】
3 ペアレントトレーニング 【こども家庭腺】

② こどもへの支援
呵 こども発連支援室の療育相敵 【こども家庭際】 (因 )

③ 障がい児への支援
1 地域療育システム事業 【こども家庭H果】
2 福祉サービス費の支給 【こども家庭課】
3 障がい児保育 【保首躁】
4 統合保育 【保管日果】
5 体験i交流保青事来【保育際、教育指導1累 、教育総務l黒、こども家庭腺】
6 支援教育等の推進・充実事業【子ども教育相1災センター】 (困 )

(5)児童虐待の防止対策 重点課題② ①  早期発見・早期対応
1 ハイリスク者への支援の充実 【健康課】 (因 )

②  関係機関との連携
1 児童虐待防止ネットワークの充実【こども家庭腺】(困 )(再掲)

ユニ





0 施策の展開

5つの基本国標の実現に向けて、23の施策の方向に基づき、◆後の平塚市の基本施策

(市の取組み)を定め、計画を推進しています。

本章では、中間年の見直しに併せて、「子どもの貧困対策」として位置づけた事業一覧と

追加した事業を掲載します。
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2 たのしく!子育てを

子どもの貧困対策に関連する事業一覧

(施策の体系から子どもの貧困対策に関連する事業を抜粋しています。)

基本目標 施  策 事   業

呵 人権擁護意識の普及・啓発事業

2 子どものための相談機能の充実

(1)子 どもの権利の確保

3 保護を必要とする子どもへの対策

¬ 児童虐待防止ネットワークの充実

(2)児童虐待の防止

2 養育支援訪間事業

4 子育て支援地域派遣事業

5 地域福祉推進事業

フ 非行防止活動の推進

8 こころと命のサポート事業

(4)家庭や地域の教育力の向上

9 子ども学習支援委託事業  【追加事業】

2 ファミリー・サポー ト事業

4 特別保育拡充事業

5 私立幼稚回の預かり保育の推進

フ 学童保育の充実・推進

8 放課後等子どもの居場所づくり推進事業

9 放課後子ども総合プランの推進

16養育医療費給付  【追加事業】

(1)様 々な子育て支援サービスの提供

呵 子育て支援センター事業

2 つどいの広場事業

4 赤ちやん広場事業

(2)親 ・子の交流の場づくり

2 子育て支援総合コーディネー ト事業

4 女性のための相談事業

5 生活困窮者自立支援事業  【追加事業】

(3)情報提供・相談体制の充実

6 民生委員運営事業  【追加事業】

(5)職場環境の改善

刊 労働セ ミナー事業
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(6)母子・父子家庭の自立支援

司 母子・父子相談の充実

2 母子・父子自立支援事業

(7)経済的支援の充実

司 小児医療費の助成

2 ひとり親家庭等医療費助成事業

3 保育所保育料の軽減

4 幼稚園就回奨励事業

5 児童生徒就学援助事業

6 特別支援教育就学奨励援助事業  【追加事業】

7 生業扶助・教育扶助  【追加事業】

8 児童扶養手当  【追加事業】

9 特別児童扶養手当  【追加事業】

10児童手当 【追加事業】

3 のびのび !学んで

5 すこやかに !育 つて (平塚市母子保健計画)

45



子どもの貧困対策に関連する追加事業

基本目標 1 ありがとう !自 分のいのち みんなのいのち

施策4 家庭や地域の教育力の向上

事業名 事業の概要 担当課

生活福祉課

将来の自立に向けた高等学校進学のため、生活保護世帯及び生

活困窮世帯の中学 2、 3年生に学習の支援をします。

対象学年を中学 1年生まで拡大と実施場所の増設を検討しま

す。

基本目標 2 たのしく !子育てを

施策 1 様々な子育て支援サービスの提供

子どもが未熟児で生まれ、指定養育医療機関の医師が入院治療の

必要を認めたときの医療費を公費で助成 します。

今後の取組み
こども家庭

引続き事業を継続します。

施策3 情報提供・相談体制の充実

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活

困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支

給その他包括的な支援を実施します。

今後の取組み

自立相談支援事業の実施及び住居確保給付金の支給を継続し

ます。

の概要

地域福祉の推進のため、地域と行政とのパイプ役としての役割

を果たす民生委員・児童委員を積極的に支援します。

定例会や研修等で、民生委員・児童委員の情報共有や資質向上

の支援を継続 します。

担当課

福祉総務課

担当課

16
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施策7 経済的支援の充実

事業名

事業名

事業名

事業の概要 担当課

特別支援教育を円滑に受けることができるようにするため、特

別支援学級に就学する児童・生徒等の保護者に対して、就学に

要する費用の一部を助成します。

今後の取組み

引続き、特別支援学級に就学する児童・生徒等の保護者に対し

て、就学に要する費用の一部を助成します。

事業の概要

対象となる児童・生徒がいる生活保護世帯に対し、高等学校等

洸学費や教育扶助費として学習支援費や教材代等を援助しま

す。

教育総務課

担当課

生活福祉課
今後の取組み

引続き事業を継続 します。

事業の概要

ひとり親世帯等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福

祉の増進を図るため、父母の離婚、父または母の死亡などによ

り、父親又は母親と生計を同じくしていない児童について、手

当を支給します。

今後の

担当課

こども家庭課

担当課

こども

引続き事業を継続します。

児童の福祉の増進を図るため、精神、知的または身体障害等 (内

部障害を含む)で 、政令に定める程度以上の障害にある20歳
未満の児童について、手当を支給 します。

引続き事業を継続 します。

事業の概要

次代の社会を担う児童のl建 やかな成長に資するため、 O歳から

¬5歳到達後最初の 3月 3刊 日までの児童について、手当を支

給 します。

今後の取組み

引続き事業を継続します。

担当課

こども
2(7)

10

と 7



施策2 相談活動の推進

社会福祉に関する専門的な知l畿や技術を有するスクールソーシ

ヤルワーカーを小・中学校へ派遣します。

子ども教育

相談センター

スクールソーシヤルワーカーを小 日中学校に派遣し、問題行動

等の未然防止や早期解決に向けた対応を図ります。
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教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の

量の見込みと確保方策

子ども。子育て支援事業計画では、市町村が定める区l或 ごとに、幼児期の学校教育・保育、

地域型保育、地域子ども 。子育て支援事業についてのニーズを表す「量の見込み」(利用状

況+利用希望)、 提供量を表す「確保の方策」(確保の内容十実施時期)を記載することとさ

れています。

1 教育・保育提供区域の設定

本市では、市内の教育・保育施設の配置状況や、現在の通園状況等を踏まえるととも

に、利用者の選択肢を居住区域の周辺のみならず、交通事情による利用者の通園等の動

線も考慮し、市内全朝の教育・保育施設等を利用することができるように平塚市全域を

一つの教育・保育提供区域と設定しています。

[見直しはありません。]

2 教育・保育、地域子ども 田子育て支援事業の量の見込みの考え方

幼稚園や保育所等の整備、地馘子ども・子育て支援事業の実施について、中間年の見直

しでは、平成 27・ 28・ 29年度の実績や再推計した子どもの人□から、嚇要とされる

量の見込みを算出し、その提供体制の確保の内容及び実施時期を定めます。

19



3 各年度における教育・保育の量の見込み並びに提供体制の確保の内容

及びその実施時期

(1)量の見込み並びに提供体制の確保内容の中間年の_見直.し o・ o・ o・

子ども 。子育て支援法に基づく国の基本指針において、子ども・子育て支援法の

施行後、支給認定を受けた保護者の認定区分ごとの人数が、当初計画により定めた

当該認定区分に係る量の見込みと大きく乖離している場合には、適切な基盤整備を

行うため、計画の見直しが財要としています。そのため、市町村は、支給認定の状

況を踏まえ、計画期間の中間年を目安として、明要な場合には、市町村子ども・子

育て支援事業計画の見直しを行うこととしています。

大きく乖離している場合の解釈として、平成28年 4月 司日時点の支給認定区分

ごと (3号認定については、O歳児と 1・ 2歳児ごと。以下同じ。)の子どもの実

績値が、市町村計画における量の見込みよりも¬O%以上の乖離がある場合 (実績

値/量の見込み≦90%、 110%≦ 実績値/量の見込みとなる場合)には、「支

給認定を受けた保護者の認定区分ごとの人数が、教育・保育の量の見込みと大きく

乖離している場合」に該当し、原則として見直しが閉要とされました。また、10%

以上の乖離がない場合についても、①平成29年度末以降も31き続き受け皿の整備

を行わなければ、待機児童の発生が見込まれる場合、または、②既に市町村計画に

おいて年度ごとに設定した目標値を超えて整備を行つた年度がある場合には、「大

きく乖離している場合」に準じて、見直しを行うものとされました。

なお、形式的に上記の場合に該当するものの、既に計画を見直している場合など、

特別の事情がある場合には見直しを行わないこともでき、上記に該当しない場合で

あっても、各市町村の判断により、見直しを行うことは差し支えないとしています。

【 本市の状況 】                平成28年 4月 1日 時点

¬号認定

(3歳以上教育希望)

2号認定

(3歳以上保育必要)

3号認定

(1・ 2歳保育必要)

3号認定

(O歳保育必要)

割合 85.40/0 124.70/0 95.40/0 79,40/0

実績値 3,303人 2.440人 1.326人 223人

量の見込み 3,868人 1,956人 1,390人 281人

※2号認定、3号認定の実績値には認可外保育施設を利用している児童を含みます。

本市は、1号認定、2号認定、3号認定 (O歳 )が「大きく乖離している場合」

に該当するため、見直しが閉要となります。3号認定 (¬
。2歳 )を含め、これま

での動向などを考慮して、量の見込みを改めて算出するとともに提供体制の確保を

図るため、平成30・ 31年度について見直しを行いました。
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(2) 平成 27年度以降の教育・保育の棉供イ六制 の 確 保 の 内容及びそ

施 日寺期 。。.。 .0● ●0● ●0● 00● ●●00● 0● ●0● 0● 0●

【今後の方向性】

子平成29年度に計画の見直しを行つたところ、当初計画よりもニーズ量の増加が

見込まれ、提供置の確保が課題となります。◆後、認可保育所及ぴ低年齢児を対象

とした施設の整備が閉要となります。

また、幼稚園においては、定員に対し入園率が70%程度となつているため、引

き続き認定こども園への移行や幅広い年齢の受入れに跡要な支援を行つていきま

す。

さらに、企業主導型保育事業の推進や民間保育所の保育士確保に文0する支援、施

設面積及び保育士の配置といつた条件を満たした上で、定員以上の受入れを行う弾

力運用等により、教育・保育の提供体制の確保に努めます。

【平成 27年 実績】

の 実

1:773人6:271人 3,803人

10,5%54.20/6 36.80/o 33110/0

1,258人 186人3,398人 2,308人

2:054人 1,059人 370人715人

0人 0人31895人 0人

0人 0人 0人

0人 0人 0人0人

4:610人 2,054人 1〕 059人 370人

▲199人 184人1〕 142人 ▲254人

※ 需要事 :実績は、児童敦に対する各ニーズ量の割合。

i ※ 各年度とも確保方策は定員の数値ですが、保育所等では基準の範囲内でた鼻以上の受入れも行つています。    :

※ 当初計画において、教育希望が強い2号は1号の提供量 (確保方策)で対応していたため、ニーズ量、提供量と

もに1号に含んでいます。
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【平成28年度実績】
平成28年度

刊号 号

3,769人 1,764人

34.20/O

1,290人

0人

0人

1,120人

▲170人

4,505人

1,202人

2,141人

▲211人

【平成29年度実績見込み】

※ 企業主導型保育事業地域枠 :企業が従業員の子ども向けに設置した保育施設において、施設の判断で、定員の一

部に従業員以外の子どもを受け入れるものです。

2号

教育希望

6,051人

が懲要
以上

54.60/O

3,303人

125%

220人

38 90/0

2,352人

835人 2,141人 1,120人 374人

0人3,670人 0人

0人

0人

0人

0人

0人

0人

0人

374人

154人

2号

上

5,909人 3,776人

54.30/0

3,206人

40.60/O

2,398人

38.2%

1,443人

15,5%

264人

955人 2,189人 1,136人 380人

0人3,430人 0人 0人

0人 0人 0人 0人

外保

保育事業地域枠)

0人 0人 14人 5人

41385人 2,189人

▲209人

1,150人 385人

121人1,179人 ▲293人
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【平成30年度 :見直し】
平成 30年度

1号 2号 3号

3歳以上
保青が必要

1・ 2歳
保育が必要

O歳
保育が必要

5,823人 3,727人 1,674人

54.0% 42.30/O 40.50/O

0人 14人 5人

4,385人 2,409人 1,381人 385人

過不足分 (提供量一ニーズ量) 1,238人 ▲57人 ▲130人 90人

i ※ 平成 30'31年 度の提供量は、基準の範囲内で定員以上の受入れを行う弾力運用分も見込んだものです。    |

【平成 31年度 :見直 し】
成 3呵

提
供
量
（確
保
方
策
）

82人

28年度は実績、29年度は実績見込み、30・ 3刊 年度は見直し)

27.00/o

1760/。需要率

295人ニーズ量の見込み

380人

3,147人

955人

2,466人

2,409人

1,511人

1,367人

0人

0人

0人 0人3,430人

0人0人 0人

0人

3,661人 1,641人5,867人

19.7%53,80/0 44.00/0 42.80/0

1,568人 324人3,155人 2,584人

1,464人 399人955人 2,598人

3,430人 0人

0人0人

0人

0人

0人

76人居宅

0人 0人 28人 7人

1,568人 406人4,385人

1,230人

2,598人

14人 0人

平成 29年度

5,483人

平成 30年度

5,401 人 5,302人5,576人 5,533人

1,766人 1,974人1,494人 1,535人1,429人

372%32.70/025.60/O

【0～ 2歳の保育利用率】(平成27
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4 各年度における地域子ども田子育て支援事業の提供体制の確保の内容

及びその実施時期

地域子ども 。子育て支援事業における中間年の見直しは、町要に応じて見直しを行う

ことと国から示されています。本市は、これまでの実績、動向などを考慮して、当初計

画とニーズ豊に乖離があると判断した事業について見直しを行いました。

(1)時間外保育事業 (延長保育事業).。 。。.。 .。 .0● ●●●●0●

【事業概要】

保育認定を受けた子どもが、認可保育所や認定こども園等で、通常の保育時間を

超えて延長して保育を利用する事業で、支給認定保護者が支払う時間外保育の費用

の一部を助成します。

【現状 (実績)】

1.938人 2:106人 2:278人11573人 1,721人

41か所 41か所33か所 か所 38か所

※ 利用者数は実人数

【今後の方向性】

ニーズ量よりも実績値が上回る結果となりました。◆後もニーズには十ノ刀ヽ烹ゴ応し

ていきます。

―

(平成30。 31年度見直し)当初計画

999人 986人 2,449人 2,640人1〕 017人

42か所 42か所33か所 33か所 33か所

986人 2,449人 2:640人1,017人 999人

0人 0人0人 0人 0人

:※ ニーズ量、提供量は実人数
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(2)放課後児童健全育成事業 (学童保育)。 ..。 .。 。.。 ●0● ●0●

【事業概要】

保護者が就業等により昼間家庭にいない児童を対象に、授業が終わつた後のあそ

びや生活の場を提供し、指導員の活動支援のもと児童の健全育成を図る事業です。

平日の放課後の他、土l程日、夏体み等の長期休暇中にも実施します。

【現状 (実績)】

11064人 1,127人 1,129人 1,098人 1,120人

※ 利用児童数は実人数

【今後の方向性】                ´

本市は、小学校6年生までを対象としており、◆後も高学年の利用意向も考えら

れることから、利用者全体の見込み置に沿つた確保を目芋旨していきます。

放課後児童健全育成事業の事業量の見込みについては、児童数の減少と利用ニー

ズの増加のパランスに大きく認響を受けることから、実質利用児童数の増減に注視

していきます。

当初計画

―

>(平成30・ 31年度見直し)

―

1,236人 1!290人 1,351人 1,130人 11120人

43か所3ヽ9か所 40か所 41か所 42か所

11130人 11120人1〕 236人 1:290人 li 351人

0人 0人 0人 0人 0人

ニーズ量、提供量は実人数
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(3)子育て短期支援事業 。.。 .。 ●0● 0● ●0● 0● 0● 0● 0● ●0●

【事業概要】

保護者の疾病や仕事等により、家庭において登育を受けることが一時的に困難に

なつた児童について、明要な保護を行う事業で、短期入所生活援助事業 (シ ョート

ステイ事業)と夜間贅護等事業 (ト ワイライトステイ事業)があります。

【現状】

本市では実施していません。

【今後の方向性】

今後のエーズや地域の実ll青を踏まえて、事業の実施につしヽて検討を続けます。

当初計画

0人 0人 0人 日0人 0人

0か所 0か所 0か所 0か所 0か所

0人 0人 0人0人 0人

0人 0人0人 0人 0人

※ ユーズ量、提供量は延べ人数

[見直しはありません。]
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(4)地域子育て支援拠点事業 。.。 .。 ●0● 0● ●0● 0● 0● 0● 0●

【事業概要】

yt幼児とその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、

情報提供、助言、その他の援助を行う事業です。

【現状 (実績)】

【今後の方向性】

エーズの高さから、事業の拡充を図り、既存施設が質・量ともに十分な受け皿とな

るような方策を検討します。                     ′

―

当初計画 (平成30・ 31年度見直し)

:※ ニーズ量は延ぺ利用者数                                    .

34〕 491 人311764人 31!032人 311213人 33,614人

4か所 5か所4か所 4か所 4か所

32:570人 32〕 928人 34,000人 35:000人32,338人

5か所 6か所4か所 4か所 5か所
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(5)幼稚園における一時預か り事業

【事業概要】

通常の教育時間の前後や長期体業期間中等に、保護者の要請に応じて、希望する

者を対象に実施する事業です。

【現状 (実績)】

【今後の方向性】

ニーズや地域の実情を踏まえて、利用方法の周矢□等についても工夫を重ねながら、

実施していきます。

―

当初計画

―
"・

(平成 30・ 31年度見直し)

'※
 ニーズ量、提供量は延べ利用者数

4,421 人 111212人 12,117人

4か所 6か所 6か所

878人 840人 828人

27,664人

13,021人

(1・ 2号 を合算 )

13,113人

(1・ 2号 を合算)

291328人

6か所 6か所17か 所

28,062人

17か所 17か所

52,000人 181600人 18,600人52,000人 521000人

5,487人211794人 23,098人 23,508人 5,579人
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(6)保育所等における一時預かり事業

【事業概要】

保護者が冠婚葬泰や育児疲れなどの理由により、家庭での保育が一時的に困難と

なつた〒どもについて、主として昼間、保育所その他の場所で一時的に預かる事業

です。

【現状 (実績)】

【今後の方向性】

ニーズ量よりも実績値が上回る結果となりました。◆後もニーズには十ノ刀ヽ対応し

ていきます。

―

当初計画 (平成30・ 31年度見直し)

131815人 14:141人 15:105人 15〕 345人 15,657人

16か所 16か所 18か所 19か所 19か所

161460人9,981人 91820人 9,693人 15:984人

16か所 16か所 16か所 19か所 19か 所

9,693人 15,984人 16!460人91981人 9!820人

0人 0人0人 0人 0人

※ ニーズ量、提供量は延ぺ利用者数
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(7)病児・病後児保育事業 。..。 。●0● ●00● 0● 0● 00● ●0●

【事業概要】

病気 (病児)や病気回復期 (病後児)の児童で、保護者の就労等の理由で、保護

者が保育できない際に、保育施設で児童を預かる事業です。

【現状 (実績)】

病後児保育事業を平成25年 8月から開始し、年間定員は735人です。

【今後の方向性】

ニーズ量よりも実績値が下回る結果となりました。◆後もニーズには十ノ刀`文」応し

ていきます。

177人 265人 311人 335人43人

1か所 1か所 1か所1か所 1か所

当初計画

447人551人 541人 534人 400人

1か所 司か所 1か所1か所 1か所

735人735人 735人 735人 735人

201人 335人 288人184人 194人

―

(平成30。 31年度見直し)

※ エーズ量、提供量は延ぺ利用者数

30



(8)フ アミリー ロサポー トロセンタ―事業 (子育て援助活動事業)

(就学児首のみ )

【事業概要】

子育ての援助をして欲しい人と援助ができる人が、地朝の中でお互い助け合いな

がら子育てをする会員組織の有償ボランティア活動事業です。

【現状 (実績)】

272人 275人 280人

1!120人 1,195人 1,248人

42人 45人 45人

708人552人 574人

※ 上記数値は、支援会員、依頼会員には両方会員を含みません。利用者数は延ぺ人数

【今後の方向性】

ニーズ量よりも実績値が下回る結果となりました。

「地戯」での子育て支援を推進する上で重要な位置を占める事業であり、支援会

員を増やしていく等、◆後もニーズには十分対応していきます。

当初計画

641人 675人1〕 412人 1,380人1:443人

641人 675人1:412人 11380人1,443人

0人0人 0人0人 0人

(平成30・ 31年度見直し)

|※ ユーズ量、提供量は延ぺ人数
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(9)利用者支援事業

【事業概要】

子どもやその保護者、妊娠している方等が地l弱の子育て支援事業等を円滑に利用

できるように、身近な場所で、相談に応じ、助言等を行うとともに、関係機関との

連絡調整等を実施する事業です。具体的には次の業務を行います。

①利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供、相談、利用

支援等を行うことにより、教育・保育施設や地頭の子育て支援事業等を円滑に

利用できるように実施します。

②教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡・

調整、連携、協l動の体制づくりを行うとともに、地域の子育て資源の育成、地

以課題の発見・共有、地域で跡要な社会資源の開発等に努めます。

③妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する相談に対応しま

す。妊産婦等の状況を把握し、包括的・継続的に支援するように努めます。

④保健師等は、支援を財要とする者が利用できる母子保健サービス等を選定し、

情報提供を行います。また、町要に応じて母子保健サービス等を実施する関係

機関へ緊ざます。

⑤本事業の実施に当たり、リーフレットその他の広告媒体を活用し、積極的な広

報・啓発活動を実施し、広くサービス利用者に周矢□を図ります。

⑥その他事業を円滑にするための町要な諸業務を行います。

【現状 (実績)】

0か所 0か所 1か所

平成29年 4月から「子育て世代包括支援センター ひらつかネウボラルーム

はぐくみ」を開設しました。妊娠期から出産、子育て期までの切れ日のない支援

を行います。

【今後の方向性】

妊娠期から子育て期までの切れ日のない支援の充実を図つていきます。

1か所

平成29年度

1か所

平成31年度

1か所

1か所

1か所 1か所

1か所 1か所 1か所 1か所

保

当初計画
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(10)妊婦健康診査事業

【事業概要】

母子保健法第 13条に基づき、妊婦及ぴ胎児の健康増進、妊婦の生活習慣改善を

目的として健康診査を行う事業です。

【現状 (実績)】

【今後の方向性】

妊婦の疾病等の早期発見、早期治療を目的とし、母〒ともに安全・安心な出産を

目指します。

さらに子育て世l式包括支援センターでは、母子健康手帳と妊婦健診勤成券を交付

する際にすべての妊婦と面接を行い、妊娠の届出が妊娠22週以降や替年(10代 )

等のハイリスク妊娠で、妊娠中からの支援が閉要な妊婦を早期に把握し、医療本剰l関

等と連捗gを図りながら安心・安全な出産を迎えることができるように支援体制を充

実させます。

―

当初計画

―
"・

(平成30・ 3封 年度見直し)

2!052人 2,044人 1,840人 1!854人 1,797人

291820人 291442人 29,106人 24:542人 24:080人
|

実施場所 :総合病院1か所 開業医6か所等

検査項目 :国の基準に準じて実施

※ ニーズ量は延べ人数
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(11)乳児家庭全戸訪間事業 .。 .。 .0● 00● ●0● ●0● 0● 0●

【事業概要】

生後4か月までの子t児がいる全ての家庭を助産師や保健師が訪間し、乳児及ぴそ

の保護者の心身の状況並ぴに養育環境の把握を行い、子育てに関するI青報提供を行

うとともに、支援が閉要な家庭に対して適切なサービスの提供に結びつける事業で

す。

【現状 (実績)】

1:610人 1:531人 1:570人 1:504人 1:537人

93.7% 93,3% 95.6% 93,4% 94,0%

※ 訪問数は実人数

【今後の方向性】

子育てに不ll買れな母親の不安を不□らげ、隊要な支援や助言を行うとともに、乳月

と保護者の状況を把握し、特に支援が日要と認められる状態の早期発見に努めます。

さらに、子育て世l式包括支援センターにおいて妊娠期から支援を明要とする家庭

を把握し、関係機関とのネットワークにより支援します。特に、産後は早期に訪間

―

当初計画

―

>(平成30・ 31年度見直し)

※ヽ エーズ量は実人数                                       ｀

1 7 1 2 人 11692人 1,507人 1!477人1,734人

看護職員が支援にあたれるよう人員の確保に努める。

34



(12)養育支援訪問事業

【事業概要】

早t児の養育を行うために支援が閉要でありながら、何らかの理由により子育てに

係るサービスが利用できない家庭に対し、登育に関する専門的な相談指導・助言、

家事等の登育支援を行う育児支援ヘルパーの派遣を行います。出産前で特に支援が

閉要と認められる妊婦に対しても同様の支援を行います また、要保護児童等に対

する支援のために要保護児童対策協議会 (児童虐待[方止等ネットワーク協議会)を

設置しています。

【現状 (実績)】

※ 訪問人数は実人数

【今後の方向性】

適切な時期に支援が導入できるように関係機関と連携を図り実施していきます。

当初計画

社会福祉協除会に委託しヘルパー旅遺を実施。

※ エーズ量は実人数

[見直しはありません。]
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(13)実費徴収に係る補足給付を行う事業 00● 0● 0● 00● 00● o

0 ●

待機児童解消加速イヒプラン (平成29年度まで)に続く子育て安,bプラン (平成

30年度ア〕`ら)による保育の受け皿拡大や子ども。子育て支援新制度の円滑な施行

のためには、多様な事業者の能力を生かしなア〕ヾら、保育所、地域型保育事業等の整

備をl足進していくことが財要です。

しかし、新たに整備。開設した施設や事業が安定的、かつ継続的に事業を運営し、

利用者の信頼関係を築いていくためには、一定期間隊要であることから、新規事業

者が事業を円滑に運営していくことができるように、支援、相談・助言、さらには、

他の事業者の連携施設のあつせん等を行います。

[見直しはありません。]

教育・保育施設等の利用者負担額については、地方ノム`共団体の条例・規則により

設定されることとされていますが、施設によっては、実費徴岸又等の上乗せ徴斗又を行

う場合が想定されています。日用品 。文房具等財要な物品の購入に要する費用や、

行事への参加に要する費用等の実費負担の部分について低所得者の負担軽減を図

るため、
ノム`費による補助を行う事業です。

[見直 しはありません。]

(14)多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業
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